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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
屋根上面などの集水個所で集められた雨水を立て管路（１）内を介して自重により流下さ
せ、該流下中に立て管路（１）内の浄化部で浄化処理し、該処理後の清浄な雨水を貯水タ
ンク内に流入させる雨水浄化案内装置において、
前記立て管路（1）内の浄化部に、上側に位置する立て管路（1）の直径よりも大径の開口
を有する濾過バケット（５）であって、底面部（５ａ）と周面部（５ｂ）からなる濾過面
を有する濾過バケット（５）を、これの開口が上側に位置され、下側の立て管路（１ｂ）
の上端に固定された環状の渦発生ガイド（７）の上面に形成された平面視円形の窪み個所
（７ａ）に前記底面部（５ａ）を嵌合された正立姿勢に設置し、
且つ前記立て管路（1）の一部をなす管状包囲部材（６）が該濾過バケット（５）の外周
囲を液密状に包囲しており、且つ該管状包囲部材（６）は上下移動可能範囲の最下位置ま
で降下されて下端部が渦発生ガイド（７）の外周囲に密状に外嵌された状態から手操作に
よる締結ボルトの弛緩と上方向の手操作力の付与とにより開放移動されて濾過バケット（
５）の横方が開放状態とされ、渦発生ガイド（７）に設けられた通水溝（７ｂ）を通して
雨水を下流へ流出させる構造となされており、
このさい前記濾過バケット（５）は前記立て管路（１）内を流下する雨水に混入した枯れ
葉などの塵埃を該濾過バケット（５）内方に漉し取ると共に、前記開放移動された状態の
下で、該濾過バケット（５）が前記正立姿勢のまま立て管路（１）の横外方へ取り出され
ることを特徴とする雨水浄化案内装置。
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【請求項２】
請求項１記載の雨水浄化案内装置において、前記雨水に混入した状態で濾過バケットの濾
過目を透過した砂などの塵埃を、垂直線回りの回転による遠心力と、重力による沈降作用
とにより分離するサイクロン式分離機構部を浄化部の一部として形成したことを特徴とす
る雨水浄化案内装置。
 
【請求項３】
請求項２記載の雨水浄化案内装置において、前記サイクロン式分離機構部が、前記濾過バ
ケットの下流側の立て管路部分に連続した逆円錐状立て管路部分を備えると共に、前記濾
過バケットより下流側で前記逆円錐状立て管路部分の上部よりも上流側となる位置に、前
記垂直線回りの回転流れを強制的に発生させる渦発生ガイドを備えることを特徴とする雨
水浄化案内装置。
 
【請求項４】
請求項３記載の雨水浄化案内装置において、前記逆円錐状立て管路部分は最下部の内孔を
最上部に流入する雨水量に関連した比較的小さい径の排除流出孔となされており、前記逆
円錐状立て管路部分の内方を降下した砂などの塵埃が前記濾過バケットを透過した雨水の
一部と共に前記排除流出孔を通じて流出側に連通された排水路へ流出されることを特徴と
する雨水浄化案内装置。
 
【請求項５】
請求項３又は４記載の雨水浄化案内装置において、渦発生ガイドよりも下流側で前記逆円
錐状立て管路部分の上部又はこれよりも上方に位置した前記立て管路部分の中心近傍の雨
水を貯水タンク内へ向け流出させるための雨水流出管路を形成したことを特徴とする雨水
浄化案内装置。
 
【請求項６】
請求項１～５の何れか１項に記載の雨水浄化案内装置において、前記濾過バケットよりも
上流側の立て管路部分の周壁から溢流管路を分岐させたことを特徴とする雨水浄化案内装
置。
 
【請求項７】
請求項１記載の雨水浄化案内装置において、浄化部として、前記濾過バケットの濾過目を
透過した雨水導入する２重の立て管路を有し、前記２重の立て管路は、外側の管と内側の
管の間に濾過目を透過した雨水を導入し、外側の管と内側の管の間の容積を超過した雨水
を内側の管に導入するよう構成され、内側の管に滞留した雨水を管の上方より貯水タンク
内に流入させることを特徴とする雨水浄化案内装置。
 
【請求項８】
請求項７記載の雨水浄化案内装置において、前記外側の管と内側の管の間及び内側の管の
最下部には、流出側に連通された排水路へ雨水を排出する小穴を夫々有することを特徴と
する雨水浄化案内装置。
 
【請求項９】
請求項７記載の雨水浄化案内装置において、前記内側の管の上端部は、前記濾過バケット
からの雨水が直接入らないようにするため、外側の管と内側の管の間の容積を超過した雨
水を内側の管に導入する導入口を覆う上板が設けられていることを特徴とする雨水浄化案
内装置。
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【請求項１０】
請求項４又は８のいずれかに記載の雨水浄化案内装置において、前記濾過バケットよりも
上流側の立て管路部分の内方と、前記排水路の内方とをバイパス管路で連通させたことを
特徴とする雨水浄化案内装置。
 
【請求項１１】
請求項１０の雨水浄化案内装置において、前記バイパス管路を透明としたことを特徴とす
る雨水浄化案内装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、屋根上面などの集水個所に降った雨水を貯水タンクに捕集し、この捕集し
た雨水を例えば庭木への散水用などとして使用することを可能とする雨水貯溜供給システ
ムに用いられるものであって、集水個所から貯水タンク内へ向け案内される雨水に混入し
た塵埃を除去するほか、初期雨水が貯水タンク内に流入するのを阻止する雨水浄化案内装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　雨水浄化案内装置として、例えば特許文献１又は２に示すようなものが存在している。
　これらの文献に開示された雨水浄化案内装置には、雨水中の砂などを除去する濾過部と
してのフィルタや、塵埃の混入割合が比較的大きくて大気の影響から酸性となり易い初期
雨水を除去するための初期雨水除去装置を備えている。
【０００３】
　このさい、フィルタが閉塞したときの清掃のための手段や、フィルタが閉塞したときの
排水を確保するための手段の詳細が明示されていないのであり、また初期雨水除去装置は
フロートや排水弁機構を具備した比較的複雑な構造となされている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１１５５０１号公報
【特許文献２】特開２００１－１１５５０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記雨水浄化案内装置では、濾過部により雨水中から漉し出された枯れ葉や砂などを簡
便に雨水通路の外方へ排除できる構造であること、また濾過部の濾過目（透過孔）が砂な
どの塵埃で閉塞されても集水個所からの雨水の排水が簡便に確保される構造であること、
また雨水が濾過部を通過するさいの流動抵抗が小さいこと、さらには成る可く故障し難い
構造であることなどが望まれる。
　本発明は斯かる事項に対処できるものとした雨水浄化案内装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するため、本発明に係る雨水浄化案内装置は、請求項１に記載したように
、屋根上面などの集水個所で集められた雨水を立て管路（１）内を介して自重により流下
させ、該流下中に立て管路（１）内の浄化部で浄化処理し、該処理後の清浄な雨水を貯水
タンク内に流入させる雨水浄化案内装置において、前記立て管路（1）内の浄化部に、上
側に位置する立て管路（1）の直径よりも大径の開口を有する濾過バケット（５）であっ
て、底面部（５ａ）と周面部（５ｂ）からなる濾過面を有する濾過バケット（５）を、こ
れの開口が上側に位置され、下側の立て管路（１ｂ）の上端に固定された環状の渦発生ガ
イド（７）の上面に形成された平面視円形の窪み個所（７ａ）に前記底面部（５ａ）を嵌
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合された正立姿勢に設置し、且つ前記立て管路（1）の一部をなす管状包囲部材（６）が
該濾過バケット（５）の外周囲を液密状に包囲しており、且つ該管状包囲部材（６）は上
下移動可能範囲の最下位置まで降下されて下端部が渦発生ガイド（７）の外周囲に密状に
外嵌された状態から手操作による締結ボルトの弛緩と上方向の手操作力の付与とにより開
放移動されて濾過バケット（５）の横方が開放状態とされ、渦発生ガイド（７）に設けら
れた通水溝（７ｂ）を通して雨水を下流へ流出させる構造となされており、このさい前記
濾過バケット（５）は前記立て管路（１）内を流下する雨水に混入した枯れ葉などの塵埃
を該濾過バケット（５）内方に漉し取ると共に、前記開放移動された状態の下で、該濾過
バケット（５）が前記正立姿勢のまま立て管路（１）の横外方へ取り出されることを特徴
とするものである。
 
【０００７】
この発明は次のように具体化するのがよい。
 
【０００８】
請求項２に記載したように、前記雨水に混入した状態で濾過バケットの濾過目を透過した
砂などの塵埃を、垂直線回りの回転による遠心力と、重力による沈降作用とにより分離す
るサイクロン式分離機構部を浄化部の一部として形成する。
 
【０００９】
また請求項３に記載したように、前記サイクロン式分離機構部が、前記濾過バケットの下
流側の立て管路部分に連続した逆円錐状立て管路部分を備えると共に、前記濾過バケット
より下流側で前記逆円錐状立て管路部分の上部よりも上流側となる位置に、前記垂直線回
りの回転流れを強制的に発生させる渦発生ガイドを備える構成とする。
 
【００１０】
このさい、請求項４に記載したように、前記逆円錐状立て管路部分は最下部の内孔を最上
部に流入する雨水量に関連した比較的小さい径の排除流出孔となされており、前記逆円錐
状立て管路部分の内方を降下した砂などの塵埃が前記濾過バケットを透過した雨水の一部
と共に前記排除流出孔を通じて外方へ流出される構成とする。
 
【００１１】
また請求項５に記載したように、渦発生ガイドよりも下流側で前記逆円錐状立て管路部分
の上部又はこれよりも上方に位置した立て管路部分の中心近傍の雨水を貯水タンク内へ向
け流出させるための雨水流出管路を設けた構成とする。
 
【００１２】
また請求項６に記載したように、濾過バケットよりも上流側の立て管路部分の周壁から溢
流管路を分岐させた構成としてもよい。
 
【００１３】
さらには請求項１０に記載したように、濾過バケットよりも上流側の立て管路部分の内方
と、排水路の内方とをバイパス管路で連通させた構成とする。
 
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、次のような効果が得られる。
　即ち、請求項１に記載のものによれば、立て管路内の浄化部に濾過バケットを、これの
開口が上側に位置され底面が下側に位置された正立姿勢に設置し、且つ前記立て管路の一
部が手操作による締結ボルトの弛緩と手操作力の付与とにより開放移動されて濾過バケッ
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トの横方が開放される構造となされており、このさい前記濾過バケットは前記立て管路内
を流下する雨水に混入した枯れ葉などの塵埃を該濾過バケット内方に漉し取ると共に、前
記開放移動された状態の下で、濾過バケットが前記正立姿勢のまま立て管路外の横方へ取
り外されるものとなされているため、濾過バケットを立て管路内から取り出して、濾過目
の詰まり状況を点検したり或いは濾過バケットに漉し取られた枯れ葉などの塵埃を除去す
るさいに、用具を使用する必要がないために極めて簡便且つ迅速に処理することができ、
濾過バケットを正立姿勢で取り出すことができるため、その内方に漉し出された塵埃を落
下させることなく的確に処理することができる。
【００１５】
さらに、管状包囲部材を上下何れかへ移動させた状態の下で、立て管路内から濾過バケッ
トをこれの横外周囲の広い範囲内での任意な方向へ取り出すことが可能となり、立て管路
内からの濾過バケットの取り出しやその復旧処理が便利に行えるようになる。
 
【００１６】
また請求項２記載のものによれば、請求項１記載の発明と同様な効果が得られる上に次の
ような効果が得られるのであって、即ち、濾過バケットの濾過目を通過した砂などの塵埃
を流動抵抗の少ない状態で且つフロートや弁装置を使用しない簡易な構造により除去する
ことができるのであり、さらには除去した砂などの塵埃が流動抵抗を増大させることのな
いものとなすことができる。
 
【００１７】
また請求項３記載のものによれば、請求項２記載の発明と同様な効果が得られる上に次の
ような効果が得られるのであって、即ち、渦発生ガイドの存在により動力を要することな
く少ないスペースで逆円錐状立て管路部分内に安定的に渦を発生させることができ、砂な
どの塵埃を効率的に除去することのできるものである。
 
【００１８】
また請求項４記載のものによれば、請求項３記載の発明と同様な効果が得られる上に次の
ような効果が得られるのであって、即ち、砂などの塵埃を連続的に排水管路に流出させる
ことができるのであり、また降雨の初期雨水を人為操作を要することなく排水管路へ流出
させて排除することができ、貯水タンク内に初期雨水の排除された清浄な雨水を溜めるこ
とができる。
【００１９】
また請求項５記載のものによれば、請求項3又は４記載の発明と同様な効果が得られる上
に次のような効果が得られるのであって、即ち、渦の成長する高さ位置の立て管路中心近
傍に、砂などの塵埃が効果的に除去された状態の清浄な雨水が存在するようになり、この
雨水を貯水タンク内に流下させることができる。
 
【００２０】
また請求項６記載のものによれば、請求項１～５の何れか１項に記載の発明と同様な効果
が得られる上に次のような効果が得られるのであって、即ち、濾過バケットに枯れ葉など
の塵埃が閉塞したとき、或いは時間当たりの降雨量が雨水流出管路からの流出可能量に比
べて大き過ぎるときには、濾過バケットより上側の立て管路内に雨水が滞留していき、異
形チーズ継ぎ手の枝管よりも高くなることが生じるが、このような場合には立て管路内に
流入した雨水は溢流管から排水され、集水個所からの雨水の流下が確保される。
 
【００２１】
また請求項１０記載のものによれば、請求項４又は８のいずれか１項に記載の発明と同様
な効果が得られる上に次のような効果が得られるのであって、即ち、濾過バケットに枯れ
葉などの塵埃が閉塞したとき、或いは時間当たりの降雨量が雨水流出管路からの流出可能
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量に比べて大き過ぎるときには、濾過バケットより上側の立て管路内に雨水が滞留してい
くのであり、このさい異形チーズ継ぎ手の枝管よりも高くなることが生じるが、このよう
な場合には立て管路内に流入した雨水はバイパス管路から排水され、集水個所からの雨水
の流下がコンパクトな構成により確保される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
　図１は本実施例に係る雨水浄化案内装置の使用された雨水貯溜供給システムを示す正面
視説明図、図２は前記雨水貯溜供給システムの貯水タンク周辺を示す平面図、図３は前記
雨水貯溜供給システムの貯水タンク周辺を示す左側面図である。
【００２３】
　そして、図４は本実施例に係る雨水浄化案内装置に係り一部を断面で示した拡大正面図
、図５は前記雨水浄化案内装置の一部を示した平面図、図６は前記雨水浄化案内装置の一
部を開放した様子を示す正面視説明図である。
【００２４】
　図１～図３において、１００は本実施例に係る雨水浄化案内装置であり、また１０１は
貯水タンク、そして１０２は水供給ポンプである。これら雨水浄化案内装置１００や貯水
タンク１０１などからなる雨水貯溜供給システムは例えば一戸建て住宅などに設置されて
使用される。
【００２５】
　雨水浄化案内装置１００は、貯水タンク１０１近傍に任意な支持手段を介して固定され
た立て管路１を備えている。該立て管路１は、例えば呼び径７５Ａ程度の塩化ビニール管
などで形成されていて、一戸建て住宅の屋根上面などの集水個所に降った雨水が重力作用
により樋や通水管などを経て上方から流入するものとなされている。
【００２６】
　立て管路１には浄化部２が形成されており、該浄化部２はバケット式濾過部３と、サイ
クロン式分離機構部４とからなっている。
【００２７】
　バケット式濾過部３は、図４～図６に示すように、立て管路１内に位置された濾過バケ
ット５と、該濾過バケット５の外周囲を液密状に包囲し且つ立て管路１の長さ方向の一部
をなしている管状包囲部材６とを備えている。濾過バケット５は底面部５ａ及び周面部５
ｂからなる濾過面を有し、該濾過面に濾過目である多数の透孔を形成されると共に、上面
のほぼ全体を開口となされており、使用中には、これの上側に位置する立て管路部分１ａ
と、これの下側に位置する立て管路部分１ｂとの間に、開口を上側に位置され底面５ａを
下側に位置された正立姿勢で配置され、下側の立て管路１ｂの上端に固定された渦発生ガ
イド７の上面に形成された平面視円形の窪み個所７ａに底面部５ａを嵌合された状態とな
されて支持されている。このさい、上側に位置する立て管路１ａは濾過バケット５の上面
の開口の直径よりも小径であり且つ該開口と略同心に配置されている。
【００２８】
　一方、管状包囲部材６は呼び径１５０Ａ程度の管部材で形成された周壁部６ａと、該周
壁部６ａの上端面に固着された環状の上面板６ｂと、該上面板６ｂの内孔個所から上方へ
立ち上がり状となるように固着され上側の立て管路１ａの周壁部に上下動可能に外嵌され
る筒部材６ｃとを備え、筒部材６ｃの周壁部にはナット部材８を固着されると共に該ナッ
ト部材８に手操作用摘みの形成された締結ボルト８ａが螺合された構成となされている。
立て管路１内を雨水が流下するとき、管状包囲部材６は、図４に示すように上下移動可能
範囲の最下位置まで降下されて下端部が渦発生ガイド７の外周囲に密状に外嵌された状態
となされ且つ締結ボルト８ａを締結側へ回し操作されて、立て管路１に同体状且つ略液密
状に固定された状態となされる。したがって、管状包囲部材６は立て管路１の一部として
機能する。
【００２９】
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　渦発生ガイド７は、図５に示すような環状となされると共に、立て管路１の中心線ａ１
回りの一定角度間隔位置のそれぞれに半径方向に対し平面視で数十度程度傾斜した矢印方
向ａ２の水流れを生成させるための通水溝７ｂを形成したものとなされている。
　各通水溝７ｂは、雨水がこれの上側から流入して下側へ流出するとき、下側の立て管路
１ｂの内壁面に沿う傾向の水流れを生成させ、渦発生ガイド７の下側近傍に中心線ａ１回
りの矢印方向ａ２側へ旋回する渦を発生させるように機能する。
【００３０】
　サイクロン式分離機構部４は、渦発生ガイド７の直下に位置して渦生成空間として機能
する呼び径１２５Ａ程度の前記立て管路部分１ｂと、該立て管路部分１ｂに連続して下方
へ延びた逆円錐状立て管路部分８と、立て管路１内の雨水を貯水タンク１０１へ流出させ
るための雨水流出管路９とを備えている。
【００３１】
　逆円錐状立て管路部分８は最上部を呼び径１２５Ａの管の直径と同等となされ、且つ最
下部を呼び径７５Ａの管の直径と同等となされると共に、全長を例えば２５０ｍｍ～４５
０ｍｍの範囲内の長さとなされる。このさい、上記最下部の内方には砂などを排出するた
めの孔であって直径を砂の閉塞しない程度の大きさ（例えば３～５ｍｍ程度）となされた
排除流出孔１０が形成される。このような形態となされた逆円錐状立て管路部分８の内方
では、砂などの混入物が渦発生ガイド７の発生させた渦に伴う回転移動に基づく遠心力と
、混入物に作用する重力とにより、逆円錐状立て管路部分８の内周面に沿って回転しなが
ら沈降するため、排除流出孔１０の上方から排除流出孔１０に到達するまでの、逆円錐状
立て管路部分８の内周面は漸次に小径化させるのが好ましい。
【００３２】
　そして雨水流出管路９は、逆円錐状立て管路部分８の上部或いはこれよりも幾分上方の
中心位置近傍の雨水を流出させるように形成されると共に、渦発生ガイド７の下流側で逆
円錐状立て管路部分８の上部となる高さ範囲内に位置され横向き管路部分９ａを逆円錐状
立て管路部分８の周壁部に固着される。このさい、雨水流出管路９は渦発生ガイド７から
例えば立て管路部分１ｂの直径の０．８倍以上の距離だけ下方へ離して位置させると共に
下側から雨水を流入させる垂直状の流入始端部９ｂを具備したものとなすのであり、この
ようにすれば渦発生ガイド７で発生される渦の成長が雨水流出管路９で妨げられる度合い
が抑制されると共に、砂などの混入物は自身の公転により逆円錐状立て管路部分８の内方
の外周側へ移動されるため流入始端部９ｂ内に流入する雨水が砂などの混入物を雨水流出
管路９内に誘い込み難い状態となる。
【００３３】
　１１は雨水流出管路９に接続された雨水案内管であり、雨水流出管路９から流出した雨
水を貯水タンク１０１に導くものである。また１２は排除流出孔１０に連通された呼び径
７５Ａ程度の排水管路であり、排除流出孔１０から流出した雨水や、これに含まれる砂な
どの混入物を他所へ流下させるものである。
【００３４】
　排水管路１２の内方と、上記濾過バケット５よりも上流側の立て管路部分１ａとは呼び
径５０Ａのバイパス管路１３で連通されている。該バイパス管路１３は、濾過バケット５
が閉塞するなどして立て管路部分１ａ内に雨水が滞留したときに該雨水を排水管路１２内
へ流下させる溢流管として機能するものである。
【００３５】
　したがって、該バイパス管路１３は立て管路部分１ａ内に雨水が滞留することなく流下
している状態では、雨水がバイパス管路１３内へ流入し難い通路構造となされるのであり
、具体的には立て管路部分１ａの長さ途中に異形チーズ継ぎ手１４を設け、該異形チーズ
継ぎ手１４の枝管１４ａを延長するようになされる。
【００３６】
　貯水タンク１０１は樹脂材からなり、容量は例えば５００リットル～１０００リットル
程度のものとなされるのであって、上面にはポンプ据付座１５が形成されると共に蓋１６
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で開放可能に覆われた比較的大きな開口が形成され、左側面には雨水案内管１１を接続さ
れる雨水流入口１７が形成されている。
【００３７】
　また給水ポンプ１０２の左側に形成された水吸引口１８からは吸水管１９が延出され貯
水タンク１０１の上面の開口を通じて貯水タンク１０１内方の底部まで導かれており、ま
た給水ポンプ１０２の正面に２つの標準吐出口２０ａ、２０ｂが設けられ、そして背面側
に１つの予備吐出口２０ｃが設けられていて、これら吐出口２０ａ、２０ｂ、２０ｃのう
ちの任意なものが使用状態となされ、不使用のものは板部材などで閉塞されるようになさ
れている。
【００３８】
　貯水タンク１０１の上面には減水検出装置２１が配設されると共に該減水検出装置２１
の検出要部２１ａであるフロートが貯水タンク１０１の上面の開口を通じてその内方へ導
入されており、貯水タンク１０１内の水位が例えば特定レベルｂ１以下となったときに該
状態を減水検出装置２１が電気的に検出して信号を発し給水ポンプ１０２の電気制御部や
警報発生部に伝達するものとなされている。
【００３９】
　該電気制御部は減水検出装置２１の前記信号を伝達されることにより、給水ポンプ１０
２の電気駆動部を停止させると共に、貯水タンク１０１内の水位が特定レベルより高くな
ったとき減水検出装置２１の発した信号が消失して、給水ポンプ１０２を作動可能状態に
復帰させる構成となされている。
【００４０】
　さらに貯水タンク１０１の右側面には図示しない水道管に接続される水道水供給口２２
が形成されており、該水道水供給口２２の貯水タンク１０１内方側にフロート弁２３が設
けられている。該フロート弁２３は貯水タンク１０１の水位をフロート２３ａで検出し、
該水位が特定レベルｂ２より高くなったときに弁部２３ｂを閉鎖させ、特定レベルｂ２以
下となったときそれを開放するように作動するものである。そして２４は溢流口であり、
貯水タンク１０１内の水位が特定レベルｂ２よりも一定程度高くなったとき貯水タンク１
０１内の水が溢流するようになされている。
　なお、２５は給水ポンプ１０２の電源ケーブルであり、２６は貯水タンク１０１のドレ
ン抜き口部である。
【００４１】
　次に上記した雨水貯溜供給システムの取扱いや作用などについて説明する。
　電源ケーブル２４から給電して、給水ポンプ１０２、減水検出装置２１などの作動し得
る状態とする。また水道水供給口２２は水道管に図示しない止め弁を介して接続させる。
【００４２】
　この状態の下で降雨が始まると、屋根上面などの集水個所に雨水が受け止められて、図
示しない樋に集水され、続いて立て管路１内を重力作用により流下する。この雨水は濾過
バケット５の濾過目が枯れ葉などで閉塞されない限り、立て管路１内に一定量以上に滞留
することはないのであり、したがって、雨水はバイパス管路１３内に流入することは生じ
ない。
【００４３】
　濾過バケット５に到達した雨水はこれに含まれる枯れ葉などの比較的大きな塵埃を濾過
バケット５の側周面や底面に形成された比較的大きな透孔群からなる濾過目で濾過バケッ
ト５内に漉し取られる。こうして比較的大きな塵埃が除去された後の雨水は渦発生ガイド
７に到達し、ここで幾分滞留する状態となって、濾過バケット５の底面部５ａで覆われた
渦発生ガイド７の通水溝７ｂ内を経て矢印方向ａ２の下方へ流動する。各通水溝７ｂを通
じた矢印方向ａ２の水流は立て管路部分１ｂ内を経て逆円錐状立て管路部分８内に到達し
、ここに到達した雨水の一部は排除流出孔１０から排出管路１２内へ流出し、それ以外の
雨水が漸次に滞留していき、排出管路１２からの流出流量に関連した一定時間が経過して
、逆円錐状立て管路部分８内の雨水流出管路９よりも高い一定レベルに達したとき、雨水
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流出管路９を通じて外方へ流出し始める。
【００４４】
　降雨が始まって例えば数十分程度の時間が経過するまでの初期雨水は塵埃の混入が著し
く多く、且つ大気汚染の影響で酸性となっていることが多いのであるが、このようなもの
は前記一定時間が経過するまでに排除流出孔１０から排水管路１２内へ流出され、貯水タ
ンク１０１内に流入することはない。
【００４５】
　雨水流出管路９を通じて貯水タンク１０１内に雨水が流入し始めた後にも、時間当たり
降雨量が一定程度以上の降雨が継続されると、立て管路１内に流入する雨水は浄化部２で
浄化されつつ雨水流出管路９を通じて貯水タンク１０１内に流入し続ける。このような流
入が継続するとき、渦発生ガイド７を経た雨水は立て管路部分１ｂ内でその中心線ａ１回
りへ旋回流動しつつ下方へ流れて定常的な渦となり、この後、この渦の一定深さの中心に
位置する雨水が流れ方向を真上方向側へ変化されて雨水流出管路９の垂直な流入始端部９
ｂ内に流れ込むようになる。このような流入始端部９ｂ内への雨水の流れは逆円錐状立て
管路部分８内での渦流れを乱さない上で寄与するものである。
【００４６】
　逆円錐状立て管路部分８内に達した雨水は既に比較的大きな塵埃を濾過バケット５で除
去されているため、これに混入している塵埃は比較的小さい砂や土などが主な成分となる
。これら砂や土などは立て管路部分１ｂや逆円錐状立て管路部分８の内方で発生した渦の
回転により遠心力を付与されると共に重力が作用するものとなるため、立て管路部分１ｂ
や逆円錐状立て管路部分８の内周面近傍を雨水の旋回力を受けて旋回しながら重力作用で
沈降していくように動作し、排除流出孔１０に到達したときに特定流量以下で排出管路１
２側へ流下する雨水と共に排出管路１２内へ流出する。したがって、雨水流出管路９を通
じて流出する雨水は砂や土などの混入物を除去されたものとなる。
【００４７】
　降雨が止むと、立て管路１内に雨水が流入しなくなるため、雨水は雨水流出管路９から
流出しなくなって貯水タンク１０１内には流入しなくなる。この状態になった後にも、逆
円錐状立て管路部分８内に滞留した雨水は排除流出孔１０から流出を続けるため、適当時
間（例えば数十分程度）の経過の後に逆円錐状立て管路部分８内から完全に排除される。
これにより、次の降雨時における初期雨水が貯水タンク１０１内に流入することは既述の
作用により阻止される。
【００４８】
　上記のような雨水の処理において、濾過バケット５内に枯れ葉が過度に多く漉し出され
てその濾過目が閉塞されると、雨水が濾過バケット５を通過して流下することができなく
なって濾過バケット５よりも上側の立て管路１ａ内に雨水が滞留するようになる。この滞
留した雨水が異形チーズ継ぎ手１４の枝管１４ａ高さに達したとき、雨水はバイパス管路
１３を通じて排水管路１２内へ直接に流出するようになる。したがって、屋根上面などの
集水個所から立て管路１内に流入した雨水は支障なく排水され、集水個所の雨水の排水が
妨げられることは生じない。
【００４９】
　濾過バケット５はその濾過目の閉塞状況を定期的に点検し掃除するのがよいのであり、
掃除を実施するときは、締結ボルト８ａを手操作力で回転させて弛緩させた後、図６に示
すように、管状包囲部材６を上側の立て管路部分１ａに沿って上方へ移動させた状態とな
し、この状態の下で、濾過バケット５を数ｍｍ程度上方へ移動させ、次に横方へ引き出す
ようにして立て管路１の外方へ取り出すのであり、この取り出した濾過バケット５を立て
管路１内に戻すときは上記した手順の逆を実行する。
【００５０】
　貯水タンク１０１が満水状態となった後は、貯水タンク１０１に設けた溢流管２４から
貯水タンク１０１内の雨水が流出する。貯水タンク１０１内に溜まった清浄な雨水は給水
ポンプ１０２を作動させて庭木に散水するなどして使用するのであり、このさい、貯水タ
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ンク１０１内の雨水が特定レベルｂ１以下となったときは減水検出装置２１がそれを検出
して、給水ポンプ１０２の電気駆動部への給電をその電気制御部を介して遮断すると共に
、必要に応じ図示しない適宜な警報器を作動させる。
【００５１】
　貯水タンク１０１内の雨水の量が不十分な状態で給水ポンプ１０２による給水を実施す
るさいには水道水供給口２２への水供給ライン途中の図示しない止め弁を開放し水道水が
水道水供給口２２に供給される状態とする。これにより、水道水が水道水供給口２２及び
フロート弁２３を通じて貯水タンク１０１内に供給され、貯水タンク１０１内の水位が水
供給停止レベルに達したとき、フロート弁２３が閉鎖されて水道水の供給が停止されるの
であり、また貯水タンク１０１内の水位が水供給開始レベルまで降下したとき、フロート
弁２３が開放され水道水の供給が開始される。これにより貯水タンク１０１内の水は常に
一定レベル範囲内に確保される。
【００５２】
　なお、上記実施例では管状包囲部材６が上側へ移動されて濾過バケット５の横外方が開
放されるものとなされたが、管状包囲部材６が下側へ移動されて濾過バケット５の横外方
が開放されるものとなすことも差し支えない。
　またバイパス管路１３は末端を排出管路１２に連通させないで任意な他所へ開放させた
単純な溢流管となしても差し支えない。
【００５３】
　さらに、バイパス管路１３の材用として透明な材料を利用することもでる。このように
すれば、濾過バケット５内に枯れ葉が過度に多く漉し出されてその濾過目が閉塞され、雨
水が濾過バケット５を通過して流下することができなくなって濾過バケット５よりも上側
の立て管路１ａ内に雨水が滞留して、雨水が専らはバイパス管路１３を通じて直接に流出
することが容易に確認することができるようになる。この結果、濾過バケット５の清掃を
ユーザに促すことができる。
【００５４】
　図７は、他の実施例に係る雨水浄化案内装置の一部を断面で示した正面図であり、図８
は前記雨水浄化案内装置の一部を開放した様子を示す正面視説明図である。
【００５５】
　本実施例においては、先の実施例における浄化部２を構成するサイクロン式分離機構部
４を変更するものであり、それ以外については同様であるので、同じ引用符号を付してあ
る。
【００５６】
　本実施例においては、逆円錐状立て管路部分８の中心部に、逆円錐状立て管路部分８の
最下部を呼び径の半分程度（略４０ｍｍ）とした小径の沈降分離管３０を備えた２重の立
て管構造となっている。沈降分離管３０の上部には、逆円錐状立て管路部分８の雨水を導
入するために管を斜めに切り取った切欠３４が設けられており、その上にはバケット式路
下部３から直接雨水が沈降分離管３０に浸入することを防ぐ上板３５が設けられている。
また、沈降分離管３０の上部の切欠３４と対抗する位置に、横向き管路部分９ａの入水口
がされ固着される。また、沈降分離管３０は、立て管路部分１ｂの中央やや上方より逆円
錐状立て管路部分８の最下部まで延長されており、最下部においては、小穴３１（直径３
ｍｍ程度）が設けられており、排出管路１２に通じている。一方、逆円錐状立て管路部分
８の最下部には、管路部分８の内側面と沈降分離管３０との間に対角線上に２つの小穴３
３（直径３ｍｍ程度）が設けられており、排出管路１２に通じている。
【００５７】
　図８は、沈降分離管３０の上部の構造を説明する斜視図である。上板３５は沈降分離管
３０の外形よりも大きい円形状の板であり、切欠３４と横向き管路部分９ａを結ぶ仮想線
Ｐ上において、上板３５の中心位置Ｏ’は、沈降分離管３０の中心位置Ｏに対して切欠３
４に偏心している。このため、切欠３４の上方には、上板３５から覆いかぶさった部分３
５ａを有することになり、バケット式路下部３から直接雨水が沈降分離管３０に直接浸入
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することを防いでいる。
【００５８】
　このような構成とすることにより、矢印Ｐの通りまず雨水は逆円錐状立て管路部分８の
底まで落水し、小穴３３にて排水しながら徐々に水位が上昇、沈降分離管３０の上方より
管の底に落水する。沈降分離管３０内においても小穴３１にて排水しながら水位が上昇し
、横向き管路部分９ａに至ることになる。この結果、逆円錐状立て管路部分８と沈降分離
管３０の容積内で砂は自然沈降し、浄化水のみが貯水タンクに流れ込むような比重分離構
造とした。
【００５９】
　本実施例においては、先の実施例と比べ、沈降分離管３０の存在により逆円錐状立て管
路部分８での渦による遠心力と重力の作用についての効果は小さいものとなるため、渦発
生ガイド７は省略しても構わない。前述のように、降雨が始まって例えば数十分程度の時
間が経過するまでの初期雨水は塵埃の混入が著しく多く、且つ大気汚染の影響で酸性とな
っていることが多い。よって本実施例においては、むしろ、前記一定時間が経過するまで
に逆円錐状立て管路部分８と沈降分離管３０の容積量により滞留させておくことにより、
砂などの比重のあるものを自然沈降させる点において効果を奏するものである。
【００６０】
　さらに、本実施例においては、小穴３１および小穴３３を省略することもできる。この
場合、雨水に交じった砂を常時、排出することができなくなるが、管路部分８と沈降分離
管３０の容積量により自然沈降させるという効果は発揮される。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施例に係る雨水浄化案内装置の使用された雨水貯溜供給システムを示す正面
視説明図である。
【図２】前記雨水貯溜供給システムの貯水タンク周辺を示す平面図である。
【図３】前記貯水タンク周辺を示す左側面図である。同じく正面図である。
【図４】本実施例に係る雨水浄化案内装置に係り一部を断面で示した拡大正面図である。
【図５】前記雨水浄化案内装置の一部を示した平面図である。
【図６】前記雨水浄化案内装置の一部を開放した様子を示す正面視説明図である。
【図７】他の実施例となる雨水浄化案内装置を示す図である。
【図８】沈降分離管３０の上部斜視図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１００　雨水浄化案内装置
　１０１　貯水タンク
　１ａ　濾過バケット５よりも上流側の立て管路部分
　１ｂ　濾過バケット５の下流側の立て管路部分
　１　立て管路
　２　浄化部
　５　濾過バケット
　５ａ　底面部
　６　管状包囲部材
　４　サイクロン式分離機構部
　７　渦発生ガイド
　８　逆円錐状立て管路部分
　８ａ　締結ボルト
　９　雨水流出管路
　１０　排除流出孔
　１２　排水管路（排水路）
　１３　溢流管路（バイパス管路）
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